
 

 

平成２０年度能美市予算書 
 

一般会計 

特別会計 

   国民健康保険特別会計 

   老人保健特別会計 

     後期高齢者医療特別会計 

   介護保険特別会計 

     公共下水道事業特別会計 

     農業集落排水事業特別会計 

     温泉事業特別会計 

   企業会計 

     水道事業会計 

     工業用水道事業会計 
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 議案第１４号 
 
 

平成２０年度能美市一般会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，５３２，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （債務負担行為） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、   

「第２表 債務負担行為」による。 
 
 

  （地方債） 
 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 
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  （一時借入金） 
 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
 
 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市一般会計） 
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ７，５４４，９７９

1 市 民 税 ３，２１８，１４３

2 固定資産税 ３，３１４，６２６

3 軽自動車税 ７９，５０６

4 市たばこ税 ２９３，８００

5 鉱 産 税 １

6 特別土地保有税 １

7 入 湯 税 １２，０００

8 都市計画税 ６２６，９０２

2 地方譲与税 ２６５，０００

1 自動車重量譲与税 ２００，０００

2 地方道路譲与税 ６５，０００

3 利子割交付金 ２０，０００

1 利子割交付金 ２０，０００

4 配当割交付金 ２０，０００

1 配当割交付金 ２０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 １５，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 株式等譲渡所得割交付金 １５，０００

6 地方消費税交付金 ４５０，０００

1 地方消費税交付金 ４５０，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ５０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ５０，０００

8 自動車取得税交付金 １４５，０００

1 自動車取得税交付金 １４５，０００

9 地方特例交付金 ６５，６００

1 地方特例交付金 ４４，１００

2 特別交付金 ２１，５００

10 地方交付税 ４，２０８，２００

1 地方交付税 ４，２０８，２００

11 交通安全対策特別交付金 ９，０００

1 交通安全対策特別交付金 ９，０００

12 分担金及び負担金 ７２１，６８２

1 分 担 金 ２７，８２４

2 負 担 金 ６９３，８５８
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

13 使用料及び手数料 ３８８，６９９

1 使 用 料 ３６６，６４１

2 手 数 料 ２２，０５８

14 国庫支出金 １，３１２，５９６

1 国庫負担金 ５７５，５８９

2 国庫補助金 ７２７，６８５

3 国庫委託金 ９，３２２

15 県 支 出 金 ８５３，４０１

1 県 負 担 金 ３６３，２０４

2 県 補 助 金 ３７３，８１３

3 県 委 託 金 １１６，３８４

16 財 産 収 入 ４８，４１０

1 財産運用収入 ４３，４００

2 財産売払収入 ５，０１０

17 寄 附 金 １９，１３７

1 寄 附 金 １９，１３７

18 繰 入 金 １，００９，６６８
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 基金繰入金 １，００９，６６８

19 繰 越 金 ５０，０００

1 繰 越 金 ５０，０００

20 諸 収 入 ４８８，４２８

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 １０

3 貸付金元利収入 ３０５，３２４

4 雑 入 １８２，２９２

5 受託事業収入 ８００

21 市 債 ２，８４７，２００

1 市 債 ２，８４７，２００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０，５３２，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２１７，７７０

1 議 会 費 ２１７，７７０

2 総 務 費 １，７７２，０４８

1 総務管理費 １，４０３，０９８

2 徴 税 費 ２５３，３１１

3 戸籍住民基本台帳費 ６７，９３５

4 選 挙 費 ３３，０３７

5 統計調査費 ３，２１４

6 監査委員費 １１，４５３

3 民 生 費 ５，８３９，４５５

1 社会福祉費 ２，３９４，４５７

2 児童福祉費 ３，３０７，１９７

3 生活保護費 １３７，７６１

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 １，４７７，４８５

1 保健衛生費 ６８１，４６５

2 環境衛生費 １８３，４５８
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ６１２，５６２

5 労 働 費 ３，６９１

1 労 働 費 ３，６９１

6 農林水産業費 ６７６，１７１

1 農 業 費 ５５０，４８５

2 林 業 費 １２５，６３６

3 水 産 業 費 ５０

7 商 工 費 ８１９，７７７

1 商 工 費 ８１９，７７７

8 土 木 費 ３，５８１，３８２

1 土木管理費 １０８，９８３

2 道路橋りょう費 １，１３３，８１１

3 河 川 費 ６４，３２７

4 都市計画費 ２，２００，１３１

5 住 宅 費 ７４，１３０

9 消 防 費 ４６４，３９０

1 消 防 費 ４６４，３９０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ２，４９９，２２７

1 教育委員会費 ２７４，８４１

2 小 学 校 費 ３３７，３０７

3 中 学 校 費 ６７８，８１６

4 幼 稚 園 費 ３５２

5 社会教育費 ６９４，２４４

6 保健体育費 ５１３，６６７

11 災害復旧費 ５００

1 災害復旧費 ５００

12 公 債 費 ３，１４７，５９４

1 公 債 費 ３，１４７，５９４

13 諸 支 出 金 ２２，５１０

1 基 金 費 ２２，５１０

14 予 備 費 １０，０００

1 予 備 費 １０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０，５３２，０００
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事　　　　　項 期　間 限　度　額

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

市有固定資産管理事業及び財務諸表作成業務
平成２１年度から
平成２３年度まで

32,739千円
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

湯野地区児童館建設事業債 344,200

県営土地改良事業負担金 34,600

道路整備事業債（林道） 11,600

臨時地方道整備事業債 121,500

地方特定道路整備事業債 154,900

交通安全施設等整備事業債 9,300

小松インター線整備事業債 266,000

北中央線整備事業債 4,200

福岡赤井線整備事業債 5,000

赤井町８号線整備事業債 4,700

市道第８３号線整備事業債 3,800

根上中央線整備事業債 3,800

水辺環境整備事業債 13,300

第３表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

地方特定道路整備事業債（街路） 225,000

中心街活性化事業債 740,900

里山公園整備事業債 64,800

粟生住宅建設事業債 21,200

辰口中学校建設事業債 286,900

臨時財政対策債 531,500

計 2,847,200

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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 議案第１５号 
 
 

平成２０年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，０１０，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

    （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３００，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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     平成２０年３月３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 １，０８４，２１０

1 国民健康保険税 １，０８４，２１０

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ９４１，３２７

1 国庫負担金 ７４４，２２２

2 国庫補助金 １９７，１０５

4 療養給付費等交付金 ２４０，７２２

1 療養給付費等交付金 ２４０，７２２

5 前期高齢者交付金 ８６３，６２３

1 前期高齢者交付金 ８６３，６２３

6 県 支 出 金 １６７，８９５

1 県 負 担 金 １８，４８０

2 県 補 助 金 １４９，４１５

8 共同事業交付金 ４１８，１７２

1 共同事業交付金 ４１８，１７２

9 財 産 収 入 ８２０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 財産運用収入 ８２０

10 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

11 繰 入 金 ２９２，９６６

1 一般会計繰入金 ２２３，９６６

2 基金繰入金 ６９，０００

12 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

13 諸 収 入 ２３５

1 延滞金加算金及び過料 ５０

2 預 金 利 子 １０

4 雑 入 １７５

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，０１０，０００
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 議案第１６号 
 
 

平成２０年度能美市老人保健特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４００，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３０，０００千円

と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）医療諸費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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     平成２０年３月３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 支払基金交付金 ２１２，７０２

1 支払基金交付金 ２１２，７０２

2 国庫支出金 １２４，８０１

1 国庫負担金 １２４，８０１

3 県 支 出 金 ３１，２０１

1 県 支 出 金 ３１，２０１

4 繰 入 金 ３１，２００

1 一般会計繰入金 ３１，２００

5 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

6 諸 収 入 ９５

1 延滞金及び加算金 ２

2 預 金 利 子 １

3 雑 入 ９２

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４００，０００
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 議案第１７号 
 
 

平成２０年度能美市後期高齢者医療特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１８，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、３５，０００千円

と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の 

流用 
 

（能美市後期高齢者医療特別会計） -  - - 1 - 



 
 
 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市後期高齢者医療特別会計） -  - - 2 - 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ３２０，９８３

1 後期高齢者医療保険料 ３２０，９８３

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 寄 附 金 ２０

1 寄 附 金 ２０

4 繰 入 金 ９６，９０７

1 一般会計繰入金 ９６，９０７

5 諸 収 入 ７０

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ２０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４１８，０００

- 3 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ８，２７０

1 総務管理費 ５６６

2 徴 収 費 ７，７０４

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ４０９，６７０

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ４０９，６７０

3 諸 支 出 金 ２０

1 償還金及び還付加算金 １０

2 操 出 金 １０

4 予 備 費 ４０

1 予 備 費 ４０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４１８，０００

- 4 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



 議案第１８号 
 
 

平成２０年度能美市介護保険特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ２，９９３，８００千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１０，

７００千円と定める。 
２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
３ サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 歳入歳出予算」による。 

 
 
  （地方債） 
 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、保険事業勘定３００，０００千円、サービス事

業勘定５，０００千円と定める。 
（能美市介護保険特別会計） -  - - 1 - 



  （歳出予算の流用） 
 第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
 
 
 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

（能美市介護保険特別会計） -  - - 2 - 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ５３０，６６６

1 介護保険料 ５３０，６６６

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ６５１，０９３

1 国庫負担金 ４９１，４５０

2 国庫補助金 １５９，６４３

4 支払基金交付金 ８９２，３７２

1 支払基金交付金 ８９２，３７２

5 県 支 出 金 ４３８，３０８

1 県 負 担 金 ４２５，７２０

2 県 補 助 金 １２，５８８

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ４５２，６３２

- 3 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ４５２，６３２

9 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

10 諸 収 入 ４８９

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４３９

11 市 債 ２８，２００

1 市 債 ２８，２００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，９９３，８００

- 4 - (能美市介護保険事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ４７，９３３

1 総務管理費 １６，９５２

2 徴 収 費 ４，１３２

3 介護認定審査会費 ２６，８４９

2 保険給付費 ２，８２２，０００

1 介護サービス等諸費 ２，５５０，６００

2 介護予防サービス等諸費 １３６，５００

3 その他諸費 ３，４２０

4 高額介護サービス等費 ３７，７６０

5 特定入所者介護サービス等費 ９３，７２０

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 ８４，８７９

1 介護予防事業費 ５７，６２７

2 包括的支援事業・任意事業 ２７，２５２

5 基金積立金 １０

1 基金積立金 １０

- 5 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6 公 債 費 ３８，５２８

1 公 債 費 ６１

2 財政安定化基金償還金 ３８，４６７

7 諸 支 出 金 ２４０

1 償還金及び還付加算金 ２４０

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，９９３，８００

- 6 - (能美市介護保険事業勘定)



第　２　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 サービス収入 １０，６２０

1 介護予防サービス収入 １０，６２０

2 繰 入 金 ２０

1 一般会計繰入金 １０

2 基金繰入金 １０

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 ５０

1 預 金 利 子 １０

2 雑 入 ４０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，７００

- 7 - (能美市介護サービス事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７，９４９

1 総務管理費 ７，９４９

2 サービス事業費 ２，６５１

1 居宅サービス事業費 ２，６５１

3 予 備 費 １００

1 予 備 費 １００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，７００

- 8 - (能美市介護サービス事業勘定)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

計 28,200

第３表　地　　方　　債

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

普通貸借又は
証券発行

財政安定化基金貸付金 28,200

-9- （能美市介護保険特別会計）



 
 議案第１９号 
 
 

平成２０年度能美市公共下水道事業特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９３７，２００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （地方債） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０

００千円と定める。 
 

 - 1 - 



 
 （能美市公共下水道事業特別会計） 
 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

 - 2 - （能美市公共下水道事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 １４７，５０１

1 負 担 金 １４７，５０１

2 使用料及び手数料 ７００，０１８

1 使 用 料 ７００，００７

2 手 数 料 １１

3 国庫支出金 ８０，０００

1 国庫補助金 ８０，０００

4 財 産 収 入 ６７０

1 財産運用収入 ６７０

5 繰 入 金 ８７２，１００

1 一般会計繰入金 ８７２，１００

△ 基金繰入金 ０

6 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

7 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

△ 雑 入 ０

- 3 - (能美市公共下水道事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

8 市 債 １，１３６，９００

1 市 債 １，１３６，９００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，９３７，２００

- 4 - (能美市公共下水道事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ９３０，８９１

1 事 業 費 ９３０，８９１

2 公 債 費 ２，００６，３０９

1 公 債 費 ２，００６，３０９

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，９３７，２００

- 5 - (能美市公共下水道事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

流域下水道事業債 35,800

公共下水道事業債 119,700

下水道資本費平準化債 325,000

公共下水道事業債（特別措置分） 93,700

公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 562,700

計 1,136,900

第２表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

-6- （能美市公共下水道事業特別会計）



 
議案第２０号 

 
 

平成２０年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０６，１００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 
 （地方債） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０，０００千

円と定める。 
 

 - 1 - （能美市農業集落排水事業特別会）



 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

 - 2 - （能美市農業集落排水事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ３，０００

1 分 担 金 １，５００

2 負 担 金 １，５００

2 使用料及び手数料 ３２，５９４

1 使 用 料 ３２，５９３

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 １３，３５６

1 県 補 助 金 １３，３５６

4 財 産 収 入 ４１

1 財産運用収入 ４１

5 繰 入 金 ５０，０００

1 一般会計繰入金 ５０，０００

6 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

7 諸 収 入 ８

1 預 金 利 子 １

2 雑 入 ７

- 3 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

8 市 債 １０７，１００

1 市 債 １０７，１００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０６，１００

- 4 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ７１，５９０

1 事 業 費 ７１，５９０

2 公 債 費 １３４，５１０

1 公 債 費 １３４，５１０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０６，１００

- 5 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

農業集落排水事業債 11,800

下水道資本費平準化債 12,800

公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 82,500

計 107,100

第２表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

-6- （能美市農業集落排水事業特別会計）



 議案第２１号 
 
 

平成２０年度能美市温泉事業特別会計予算 

 
 

平成２０年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，５００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。 
 
 
     平成２０年３月３日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

 - 1 - 
（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 １０，０８４

1 使 用 料 １０，０８４

2 財 産 収 入 ５

1 財産運用収入 ５

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

5 繰 入 金 ５，４００

1 基金繰入金 ５，４００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １５，５００

- 2 - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １５，５００

1 温泉事業費 １５，５００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １５，５００

- 3 - (能美市温泉事業特別会計)



議案第２２号

　　　　　（総　則）
　　　　第１条　平成２０年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　　　（業務の予定量）
　　　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 給水戸数 17,600戸
　　　　　(2) 年間総給水量 7,434,000㎥
　　　　　(3) 一日平均給水量 20,300㎥
　　　　　(4) 主要な建設改良工事　　 1. 配水管整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 配水管改良事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 施設改良事業

　　　　　（収益的収入及び支出）
　　　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　水道事業収益 800,000千円
　　　　　　第１項　営業収益 797,200千円
　　　　　　第２項　営業外収益 2,800千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　水道事業費用 789,200千円
　　　　　　第１項　営業費用 625,300千円
　　　　　　第２項　営業外費用 163,800千円
　　　　　　第３項　特別損失 100千円

　　　　　（資本的収入及び支出）
　　　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入が資本的支出に対して不足する額472,500千円は、
　　　　　　過年度分損益勘定留保資金282,908千円、基金積立金154,894千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,
　　　　　　698千円で補てんするものとする。）

平成２０年度能美市水道事業会計予算
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　　　　　　（収　入）
　　　　　第１款　資本的収入 594,400千円
　　　　　　第１項　企業債 563,700千円
　　　　　　第２項　工事負担金 5,010千円
　　　　　　第３項　分担金 22,190千円
　　　　　　第４項　雑収入 3,500千円
　　　　　　（支　出）
　　　　　第１款　資本的支出 1,066,900千円
　　　　　　第１項  建設改良費 766,100千円
　　　　　　第２項  企業債償還金 300,800千円

　　　　　（企業債）
　　　　第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
千円 証書借入 　　　　　％

借入時期は平成２０年度とする。 起債年度から据置期間を含めて３０年以

ただし工事の進捗状況等により起債 5.0 内に償還する。

の全部又は、一部を翌年度に繰り越 　　　　以内

して借り入れることができる。

　　　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
　　　　第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。
　　　　　(1) 第７条に定める経費以外の経費

　　　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　　　第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額
　　　　　に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　　　(1) 職員給与費 63,485千円

　　　　　（たな卸資産の購入限度額）
　　　　第８条　たな卸資産の購入限度額は、19,132千円と定める。

563,700

配 水 管 整 備 事 業

配 水 管 改 良 事 業

施 設 改 良 事 業
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　　　　　（重要な資産の取得及び処分）
　　　　第９条　重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。
　　　　　(1) 取得する資産
　　　　　　　　　（事　　業）　　　（種　類）　　　（名　称）　　　　  （数　量）
　　　　　　　1.　配水管整備事業　　　構築物　　　　　配水管 φ50～250 L= 1,262.0 m 

　　　　　　　2.　配水管改良事業　　　構築物　　　　　送水管 φ300　　 L= 　429.0 m 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構築物　　　　　配水管 φ75～300 L= 2,633.0 m 　

　　　　　　　3.　施設改良事業　　　　構築物　　　　　送・配水施設 　一式

　　　　　(2) 処分する資産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（種　類）　　　（名　称）　　　　  （数　量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構築物　　　　　配水管 φ75～125 L= 2,499.0 m 

　　　平成２０年３月３日　提出

能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎
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　　　（総　則）
　　第１条　平成２０年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　　（業務の予定量）
　　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　　　(1) 給水事業所数　 １０社
　　　(2) 年間総給水量　 辰口第一工業用水道 10,950,000㎥
　　　　　　　　　　 辰口第二工業用水道 3,194,420㎥

根上地区工業用水道 3,924,000㎥
　　　(3) 一日平均給水量　 辰口第一工業用水道 30,000㎥

辰口第二工業用水道 8,750㎥
根上地区工業用水道 10,750㎥

　　　（収益的収入及び支出）
　　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
　　　　　　　　収　　入
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業収益　　　　　　　　　　 92,600千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　 92,360千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 97,800千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,750千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 110,800千円
　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,000千円
　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800千円

　議案第２３号

平成２０年度能美市工業用水道事業会計予算
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　　　　　　　　支　　出
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　 83,300千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　 69,500千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,800千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　　　 76,800千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 57,000千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 19,800千円
　　　第３款　根上地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　 108,000千円
　　　　第１項　営業費用　　　　　　　 83,720千円
　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　 24,280千円

　　　（資本的収入及び支出）
　　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額251,300千円は、
　　　過年度分損益勘定留保資金216,825千円、当年度分損益勘定留保資金32,200千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
　　　整額2,275千円で補てんするものとする。）
　　　　（収　入）
　　　　　　　　　なし
　　　　（支　出）
　　　第１款　辰口第一工業用水道事業資本的支出　　　　　　　　　　　 60,800千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 44,500千円
　　　　第２項　企業債償還金 16,300千円
　　　第２款  辰口第二工業用水道事業資本的支出 132,900千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 0千円
　　　　第２項　企業債償還金 132,900千円
　　　第３款  根上地区工業用水道事業資本的支出 57,600千円
　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　 4,400千円
　　　　第２項　企業債償還金 53,200千円

　　　（予定支出の各項の経費の金額の流用)
　　第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。
　　　(1) 第６条に定める経費以外の経費

－2－ （能美市工業用水道事業会計）



　　　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　　第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその
　　　経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　　(1) 職員給与費　　　　　 16,832千円
　　　(2) 交際費 100千円

　　　（重要な資産の取得)
　　第７条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
　　　(1) 取得する資産　　　　　
　　　　　　　（　事　　　業　）　　 （種　類）　　　（名　称）　　（数　量）　　
　　　　１．辰口第一工業用水道事業　　構築物　　　　　取水施設 　　　一式   
　　　　２．根上地区工業用水道事業　　構築物　　　　　配水施設 　　　一式   

　　　　　　平成２０年３月３日　提出

　　　　　　平成１７年　月　　日原案可決

畑 中 晃 昭石川県能美市議会議長

議決第　号

　　　　　能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎　

－3－ （能美市工業用水道事業会計）



 

 

議案第２４号 

 

平成２０年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

 

 （総則） 

第１条 平成２０年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院     

 一般病床 １０３床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入院（年間） ４１，２８０人   入院（1日平均患者数） １１３人 

  外来（年間） ７７，６００人   外来（1日平均患者数） ２８６人 

(2)介護老人保健施設     

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所リハビリテーション定員 ２５人 

  入所者（年間） ２６，２８０人   入所者（1日平均利用者数） ７２人 

  通所者（年間） ４，８４０人   通所者（1日平均利用者数） １９人 

(3)デイサービスセンター     

 定員 ３０人    

  通所者（年間） ５，８６０人   通所者（1日平均利用者数） ２３人 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業収益 ２，０２０，０００千円  第1款 病院事業費用 ２，０２０，０００千円 

  第1項 医業収益 １，７９０，９０３千円    第1項 医業費用 １，９５５，８１４千円 

  第2項 医業外収益 ２２９，０９５千円    第2項 医業外費用 ６３，８８５千円 

  第3項 特別利益 ２千円    第3項 特別損失 ２０１千円 

    第4項 予備費 １００千円 

第2款 介護老人保健施設事業収益 ３７３，１００千円  第2款 介護老人保健施設事業費用 ３７３，１００千円 

  第1項 営業収益 ３７２，８１４千円    第1項 営業費用 ３５１，７０８千円 

  第2項 営業外収益 ２８５千円    第2項 営業外費用 ２１，３９１千円 

  第3項 特別利益 １千円    第3項 特別損失 １千円 

第3款 デイサービスセンター事業収益 ５２，３００千円  第3款 デイサービスセンター事業費用 ５２，３００千円 

  第1項 営業収益 ５２，２９０千円    第1項 営業費用 ５２，２９７千円 

  第2項 営業外収益 ９千円    第2項 営業外費用 ２千円 

  第3項 特別利益 1千円    第3項 特別損失 １千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業資本的収入 ３７７，６０２千円  第1款 病院事業資本的支出 ５０２，７３１千円 

第1項 企業債 

第2項 出資金 

２４９，０００千円

９５，６０１千円
 

第1項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

２８２，０８１千円 

２２０，６５０千円 

  第3項 補助金 ３３，０００千円    
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  第4項 寄附金 １千円  

 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１２５，１２９千円は過年度分損益勘定留保資金６，２３１千円及び当年度分損益勘定留保資金１１８，８９８千円で 

補てんする。 

収       入  支       出 

第2款 介護老人保健施設資本的収入 ０千円  第２款 介護老人保健施設資本的支出 ３６，２４７千円 

    
第１項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

９，５６６千円 

２６，６８１千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３６，２４７千円は、過年度分損益勘定留保資金７，１９８千円、当年度分損益勘定留保資金１８，５７７千円及び減債 

積立金１０，４７２千円で補てんする。 

 

 （企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。                 

起債の目的        限 度 額      起債の方法 利   率 償 還 の 方 法           

 

施設改修事業 

医療機器整備事業 

 

 

 
普通貸借又は証券発行 ５．０％以内（ただし、利率見直し

方式で借りる場合は、当該見直し

後の利率） 

５７，０００千円 

１９２，０００千円 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債

権者と協定するものとする。ただし、その債権者と市財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすること

ができる。 

 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければな

らない。                               

(1)病     院 職員給与費 １，１２４，２５６千円  交際費 ５００千円 

(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２１８，０６３千円  交際費 １５０千円 

(3)デイサービスセンター 職員給与費 ３１，６７２千円  交際費 １００千円 

 

 （他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ３５０，０００千円  救急医療の確保に要する経費 ３８，４１０千円  

  医師等の研究研修に要する経費 ３，９２８千円  

  追加費用に要する経費 １９，９６９千円  

  児童手当に要する経費 １，６８０千円  

企業債償還利息に要する経費 

 

   

  

  

 高度医療に要する経費 

元金償還に要する経費 

３３，６６５千円

９５，３２５千円

９５，６０１千円

 

  経営安定に要する経費 ６１，４２２千円  

 

 （たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ３６１，７８４千円  

(2)介護老人保健施設 １８，１３５千円  

 (3)デイサービスセンター １，５４８千円
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 （重要な資産の取得）                                          

第10条 重要な資産の取得は次のとおりとする。                              

種    類 名        称 数 量 備  考 

器械及び備品 電子カルテシステム 一式 市立病院 

 医事システム 一式  

 バッテリー式骨手術機器 一式  

 超音波骨折治療器 一式  

 手術台 一式  

 自動分析装置 一式  

    

    

 

 

 

 

   

             平成２０年３月３日 提出        

                           

                                                               能美市長  酒 井 悌次郎 

－ 5 －                                     （能美市立病院事業会計） 
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